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研究成果の概要（和文）：本研究では李明博政権以降における韓国の才能教育の展開に焦点を当て、韓国の才能教育の
実態について調査・分析をおこなった。李明博政権以降、韓国では才能教育の実施権限の地方委譲が進められており、
それにともない才能教育関連事業に対する政府から地方への財政的支援も急減していることが明らかになった。その結
果、地方では才能教育の政策的優先順位を引き下げたり、原則無償であった才能教育プログラムの有償化も検討されて
いた。才能教育の実施権限の地方への委譲は、地域のニーズに応じた才能教育プログラムの実践開発を促進する一方で
、地方の財政状況によっては才能教育機会の地域間格差の拡大をもたらすおそれがあるといえる。

研究成果の概要（英文）：This study illustrated some features of the gifted education system in Korea 
since Myung-bak Lee's administration as follows. The governments have been going to promote local 
empowerment related gifted education. While at the same time it caused curtailing the state budget 
allocations for local gifted education. It followed that some local governments lowered the priority of 
gifted education policy and considered the introduction of fare-paying gifted education programs. Local 
empowerment with rapid budget cut has potential risk of widening regional differences of opportunities 
for gifted education.
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１．研究開始当初の背景 
本研究でいうところの才能教育とは、「特

定の分野・領域で優れた能力を示す子どもを
対象として、その能力を最大限に伸張するた
めにおこなわれる特別な教育的措置の総称」
である。わが国の学校教育においては、戦後
長らく教育の形式的平等の実現に力点が置
かれ、才能教育についてはほとんど等閑視さ
れてきたといえる。しかし近年、大学への「飛
び入学」制度の導入や、「スーパーサイエン
スハイスクール」の指定など、才能教育の一
形態と捉えることのできる教育施策が実施
されるようになってきた。個性化・多様化を
志向する教育改革が進む中、今こそ才能教育
のあり方について広く議論すべき時であろ
う。だが、そうした議論の土台となる才能教
育の実践経験と関連研究の蓄積は、わが国に
おいては依然として非常に少ない状況にあ
る。 
翻って隣国の韓国は、1980 年代はじめ以降、

これまで約 30 年にわたって才能教育を推し
進めてきた。2000 年には才能教育のための特
別法である「英才教育振興法」が制定される
など、韓国はアジアで最も盛んに才能教育を
おこなっている国の 1 つである。一方で、
6-3-3-4 の単線型学校体系や年齢主義的な進
級制度、高い進学率や激しい受験競争など、
わが国と韓国には教育システムや教育文化
の面で類似点が多い。したがって韓国の才能
教育の経験は、教育システムや教育文化の差
異が大きい欧米諸国のそれと比べ、わが国に
対してより具体的で有益な示唆をもたらし
得るものと考えられた。 
韓国では、1980 年代に才能教育がスタート

してから 2000 年代に入るまで、一貫して政
府主導で才能教育が実施されてきた。特に
2000 年の英才教育振興法制定によって、国家
的な才能教育システムが構築されたことで、
才能教育の実施に対する政府のリーダーシ
ップは 2000 年代以降さらに高まるかに見え
た。しかしながら、李明博政権（2008～2013
年）以降、新自由主義的な教育改革が進んだ
ことで、才能教育の実施権限についても地方
への委譲が進んでいる。こうした中、各才能
教育機関がそれぞれの地域でどのように運
営され、どのような役割を担っているのかに
ついて実態明らかにする必要があった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、李明博政権以降における韓国の

才能教育の展開に焦点を当て、7 種類存在す
る才能教育機関（科学高校、外国語高校、芸
術高校、体育高校、英才学校、英才教育院、
英才学級）の教育実態と、それらが各地域で
どのように連携し、総体として当該地域の教
育においていかなる役割を担っているかを
明らかにすることを目的とした。また、各地
域における才能教育機関の連携とその役割
に見られる特徴を総合することで、才能教育
機関が種類ごとに地域で果たしている役割

についても明らかにできると考えた。 
 

図１．各種才能教育機関の連携とその役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２．才能教育機関が種類ごとに果たす機能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：Ａ～Ｃは才能教育機関の種類。１～３は地域の別。

「Ａ１」は地域１に所在するＡ種の才能教育機関を意味

する。 

 
３．研究の方法 
本研究は、①才能教育に関する文献・資料

の収集・分析、②中央・地方教育行政機関へ
の訪問調査、③各地域の才能教育機関の教
育・運営実態調査、の 3つを軸に進めた。こ
れらの調査を通じて得られた知見を総合的
に考察し、地域における才能教育機関の役割
と、種類ごとの才能教育機関の機能について
考察した。 
 
４．研究成果 
本研究を進める中で、当初想定していたよ

り速いスピードで才能教育の実施権限が地
方に移譲されていることが分かった。それと
同時に、政府から地方への才能教育に関する
財政支援も急激に減少していることがも明
らかになった。首都圏にある京畿道（道は、
わが国の都道府県に相当）を例にとると、
2013 年時点で道内における才能教育政策の
策定・施行や才能教育機関の運営は完全に道
に委ねられており、政府はその成果を評価す
るというシステムになっていた。また、才能
教育機関の運営に関する政府からの支援は
ほとんどなく、道が費用の大部分を負担して
いた。近年の韓国では幼児教育や高校教育の
無償化など、一般の学校における普遍的な教
育の充実に国民や政府の目が向いており、特
定分野に優れた能力と適性を持つ少数の子
どもを対象とする才能教育への関心は、英才
教育振興法が制定された 2000 年代はじめに
比べると薄くなってきているという。こうし
た中、地方レベルにおいても才能教育政策の
優先順位は下がっており、振り向けられる予

連携 

Ａ１ 

Ｂ１ Ｃ１ 

地域１の教育 

役割 

韓国の才能教育制度 

Ａ Ｂ Ｃ 

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

現状・特徴・課題 

機能 



算も著しく減少していることが分かった。 
 このように、才能教育に関する実施権限の
地方委譲とそれに伴う政府支援の減少によ
って各地方の才能教育予算は逼迫しており、
才能教育システムの効率化を図るために各
種の才能教育機関を有機的に連携させるな
どの工夫を図っていた。同じく京畿道の場合、
科学英才学校、科学高校、大学附設英才教育
院、地域教育庁・直轄機関英才教育院、一般
学校附設の英才学級という4種類の才能教育
機関を運営していたが、道内の各才能教育機
関を学校段階ごとにレベル分けし、それに応
じた機能を付与して体系化・構造化を図ると
いう手法をとっていた。たとえば、小学校附
設の英才学級に所属する者の中で優秀な者
が中学校段階で地域教育庁・直轄機関英才教
育院に通い、中でも特に優秀な者は大学附設
英才教育院に通う。そして彼らの中で優秀な
者が科学高校へ進学し、中でも突出して優秀
な者が最高峰の才能教育機関である科学英
才学校に進学するといった具合である。これ
により、学校段階を越えて効率的かつ継続的
に才能教育プログラムを提供することがで
きるとともに、学校段階が上がるごとに対象
者を絞っていくことで、最終的に一握りの最
優秀層の才能児を選抜し、彼らに限られた財
源を集中的に投資することが可能となる。 
しかしながら、財源不足という現実的な制

限への対応としての才能教育システムの体
系化・構造化は、才能教育機関の教職員や才
能教育対象者に短期的で即物的な成果を求
めるよう促す結果となったという指摘もあ
る。たとえば、科学英才学校進学という限ら
れたパイを巡って幼い頃から子どもたちが
激しくせめぎあったり、才能教育機関の教職
員も上級才能教育機関進学を念頭に置いた
教育・指導をおこなったり、競技試験大会の
受賞者数といった分かりやすい指標で才能
教育プログラムの成果を判断するといった
具合である。 
以上のように、才能教育の実施権限の地方

委譲と、政府の財源支援削減が同時に進行し
たことにより、地方では才能教育の政策的優
先順位が引き下げられ、公教育制度における
才能教育のプレゼンスにゆらぎが見られ始
めていた。また、財源不足への対応として各
地方で才能教育システムの体系化・構造化が
進められた結果、地域のニーズに応じた才能
教育プログラムの実践開発が促進された一
方で、才能教育関係者たちがより短期的で即
物的な成果を求めるようになり、才能の伸長
という本来の目的を見失っている様子が見
られたし、原則無償であった才能教育プログ
ラムの有償化が検討されるなど、地方の財政
状況によっては才能教育機会の地域間格差
が拡大するおそれがあることも分かった。 
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